
令和７年分村県民税・所得税の申告相談のお知らせ 
 

 

 村では、令和７年分村県民税及び所得税の申告相談を下記の日程で行います。この申告は、令和８年度

村県民税や国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の算出の基礎となります。申告が必要な

方は、期限までに済ませられるようお願いいたします。 

 

１．期  日 ： 令和８年２月１０日（火）～３月１６日（月）（土・日・祝日を除く） 

２．受付時間 ： 〔午前〕９時～１１時  〔午後〕１時～４時 

３．場  所 ： 大玉村役場 分庁舎１階会議室（役場本庁舎裏） 

 

      感染症防止及び申告時間短縮等の観点から以下の点についてご協力をお願い致します。 

      ●ご来場の際は可能な限りマスクを着用しお越しください。 

      ●会場内の密を防ぐため、複数でのご来場は可能な限り控えてください。 

●受付時間は午前９時からです。会場に入れるのは８時３０分からとなります。 

      ●農業所得のある方は内訳書（別紙１）を記入しご持参ください。 

      ●医療費控除がある方は「明細書」の提出が必要になります。 

       あらかじめご自宅で明細書（別紙２）を作成の上、ご持参ください。 

     （※明細書等の作成が無い場合は、申告会場にて、ご自身で作成していただくようになります。） 

   ※税務署の判断を必要とする複雑な申告内容の場合（雑損控除、株式譲渡、先物取引、土地・家屋 

の譲渡等）は、二本松福祉センターにご案内する場合もありますのでご了承ください。 

   ※消費税申告の受付は行っておりませんので、消費税申告が必要な方は二本松税務署（22-1192）

にご確認ください。 

 

 

《申告日程表》 

月 日 曜日 行政区 月 日 曜日 行政区 
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１０ 火 １１区 
３ 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

２ 月 ３区 

１２ 木 １１区・１２区 ３ 火 ４区 

１３ 金 １３区 ４ 水 ４区 

１６ 月 １３区 ５ 木 ５区 

１７ 火 １４区 ６ 金 ６区 

１８ 水 １５区 ９ 月 ７区 

１９ 木 １６区 １０ 火 ７区 

２０ 金 １区 １１ 水 ８区 

２４ 火 ２区 １２ 木 ８区 

２５ 水 ２区 １３ 金 ９区 

２６ 木 ３区 １６ 月 １０区・１７区 

２７ 金 ３区  

    ※指定日以外でも申告はできますが、例年、３月に入ると会場が混み合ってきます。 

     準備が整った方は２月中に申告を済ませてください。 

 

 



 

申告に必要なもの 
 

１、マイナンバー確認書類 

①本人が申告する場合 

個人番号カード（無い方は通知カード・身元確認のための書類（免許証など）） 

②代理人（親族者など）が申告する場合 

 申告者の番号確認（本人が申告する場合と同様の「本人確認」書類の写し） 

 代理人の身元確認（本人が申告する場合と同様の代理人の「身元確認」書類） 

２、その他必要なもの 

①税務署から送付されたハガキ及び通知等（ハガキが無くても受付可能です。） 

②印 鑑（口座振替で所得税を納税される方のみ金融機関の届出印をお持ちください。） 

③預金通帳等、口座番号を確認できるもの 

④所得の内容がわかる資料 

 ○自営業、農業、不動産貸付などの事業を営んでいる方：収入と支出がわかる書類 

（収支内訳書にまとめてきてください。）※農業所得のある方は内訳書（別紙１） 

 ○給与所得：源泉徴収票の原本または事業主の支払証明書や給与明細書（１年分）など 

 ○年金収入：源泉徴収票の原本 

 〇土地を売った方：内容の確認できる書類（契約書、領収書など） 

⑤控除の内容がわかる資料 

○国民健康保険税、社会保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料の納付額が

確認できる書類（証明書や領収書） 

○生命保険料（一般生命、個人年金、介護医療）の証明書 

○地震保険料、損害保険料（長期のみ）の証明書 

○医療費控除を受ける方は医療費控除の明細書（別紙２） 

医療費通知がある方は通知書 

 〇国外居住親族を扶養とする場合は 38万円以上の送金書類（控除対象の親族ごとに必要）など 

 〇雑損控除を受ける方は、り災（被災）証明書、支払の内容がわかる書類または見積書 

  

 

 

◆問い合わせ先 大玉村役場 総務部 税務課 賦課係 

℡ ０２４３－２４－８０９３ 


